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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（一）

特
集　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
（
一
）

検
察
庁
と
集
団
的
個
別
的
権
利
の
保
護

セ
ル
ジ
オ
・
ク
ル
ス
・
ア
レ
ン
ハ
ー
ル
ト 

前
田
美
千
代
／
訳

一　

は
じ
め
に

　

ブ
ラ
ジ
ル
法
は
広
範
な
集
団
的
保
護
制
度
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
諸
外
国
の
立
法
と
は
異
な
っ
て
、
個
別
的
で
は
な
い
権
利
―
―

い
わ
ゆ
る
集
合
的
権
利
及
び
拡
散
的
権
利
―
―
の
保
護
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
集
団
的
個
別
的
権
利（

（
（

の
保
護
も
可
能
で
す
。
当
該

集
団
的
個
別
的
権
利
の
保
護
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
件
の
種
類
に
関
す
る
制
限
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
分
野
に
お
い
て
行
わ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
、
環
境
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
児
童
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
の
保
護
、
あ
る
い
は
、
文
化
、
余
暇
及

一　

は
じ
め
に

二　

検
察
庁
の
裁
判
外
の
活
動

三　

検
察
庁
の
裁
判
上
の
活
動

四　

結　

論
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び
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
権
利
の
保
護
、
さ
ら
に
は
、
考
え
ら
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
他
の
利
益
の
保
護
と
い
っ
た
、
非
常
に
様
々
な
領
域

の
た
め
に
集
団
的
救
済
が
可
能
で
す
。

　

集
団
的
救
済
に
お
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
伝
統
は
、
そ
の
遠
い
起
源
を
民
衆
訴
訟
（ação popular

（
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

民
衆
訴
訟
と
は
、
も
と
も
と
公
共
財
産
の
保
護
の
た
め
の
制
度
で
し
た
が
、
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
利
用
は
大
き
く
拡
大
し
ま
し

た
。
当
該
民
衆
訴
訟
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
そ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
現
在
、
公
共
財
産
、
行
政
的
道
義
、
環
境

及
び
歴
史
的
財
産
、
文
化
的
財
産
の
保
護
に
役
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す（

（
（

。
当
該
民
衆
訴
訟
は
参
加
民
主
主
義
の
一
手
段
を
反
映

す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
大
き
な
効
能
―
―
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
そ
れ
を
利
用
し
得
る
こ
と
を
許
容
す
る
と
い
う
点
―
―
は
、
そ
の
大

き
な
欠
点
を
も
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
公
共
利
益
の
た
め
と
い
う
だ
け
で
、
自
分
自
身
に
何
ら
直
接
の
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い

訴
訟
を
行
う
決
意
を
す
る
よ
う
な
市
民
は
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
に
と
っ
て
訴
訟
追
行
の
意
欲
を
刺
激
す
る

よ
う
な
要
因
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
は
、
公
共
利
益
の
保
護
と
い
う
形
式
的
正
当
事
由
の
下
で
あ
っ
て
も
、
時
に
隠
れ
た
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
諸
目
的
の
た
め
に（

（
（

、
通
常
、
民
衆
訴
訟
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
集
団
的
救
済
を
取
り
扱
う
最
近
の
訴
訟
関
係
法
令
は
、
異
な
る
道
を
進
む
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。
原
告
適
格
を
市
民

に
付
与
す
る
代
わ
り
に
、
集
団
的
利
益
の
保
護
に
お
い
て
大
き
な
伝
統
を
有
し
、
ま
た
、
私
的
利
益
の
影
響
を
受
け
に
く
い
い
く
つ

か
の
団
体
に
原
告
適
格
を
付
与
し
ま
し
た
。
ゆ
え
に
、
集
団
訴
訟
を
規
律
す
る
現
行
法
は
、
そ
の
原
告
と
し
て
、
⒜
検
察
庁
、
⒝
公

共
弁
護
庁
、
⒞
連
邦
、
州
、
連
邦
直
轄
区
及
び
市
町
村
、
⒟
集
団
的
利
益
及
び
集
団
的
個
別
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
た
行
政
機

関
で
、
そ
の
法
人
格
の
有
無
は
問
わ
な
い
、
⒠
集
団
的
利
益
又
は
集
団
的
個
別
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
一
年
以
上
前
に
設
立

さ
れ
た
団
体
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
そ
の
多
く
が
検
察
庁
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
公
的
使
命
に
よ

る
か
、
大
企
業
や
広
範
な
利
益
侵
害
に
対
す
る
関
係
で
の
そ
の
中
立
性
に
よ
る
な
ど
し
て
、
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
権
利
や
不
特
定
多

数
集
団
の
権
利
の
保
護
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
す
。
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し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
集
団
的
救
済
の
た
め
の
原
告
適
格
者
に
つ
い
て
、
集
団
的
保
護
に
お
け
る
主
役
は
、
―
―
構

造
的
、
歴
史
的
か
つ
文
化
的
要
因
に
よ
る
と
と
も
に
、
民
間
団
体
が
当
該
役
割
を
引
き
受
け
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
欠
如
に

よ
り
―
―
以
前
か
ら
検
察
庁
に
よ
り
務
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
国
に
お
い
て
、
検
察
庁
の
活

動
は
刑
事
分
野
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
一
般
に
基
本
権
や
社
会
的
性
質
を
有
す
る
権
利
保
護
に
関
連
し
た
民
事
上

の
訴
え
の
分
野
で
、
検
察
庁
の
活
動
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

公
的
デ
ー
タ
は
ま
だ
少
な
い
の
で
す
が
、
集
団
的
救
済
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
検
察
庁
の
関
与
の
範
囲
を
例
示
す
る
た
め
に
、
ブ

ラ
ジ
ル
司
法
調
査
セ
ン
タ
ー
（Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais: CEBEPEJ

（
の
協
力
で（

（
（

、
ブ
ラ
ジ
ル
法
務

省
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
間
に
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
の
司
法
権
に
対
し
て
の
み
で
、

検
察
庁
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
公
共
民
事
訴
訟
の
総
数
が
一
二
、二
一
六
件
に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
同
期
間
に
そ
の
他
の
原

告
適
格
者
に
よ
る
公
共
民
事
訴
訟
の
提
起
件
数
は
一
、八
九
九
件
で
し
た
。

　

さ
て
、
裁
判
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
検
察
庁
の
主
役
的
役
割
は
明
白
で
す
が
、
同
時
に
検
察
庁
は
、
集
団
的
利
益
や
集
団

的
個
別
的
利
益
の
保
護
に
お
い
て
高
い
効
果
を
有
し
た
様
々
な
裁
判
外
の
活
動
手
段
を
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た

確
か
で
す
。

二　

検
察
庁
の
裁
判
外
の
活
動

　

ま
ず
、
様
々
な
（
検
察
庁
の
裁
判
外
活
動
の
（
手
段
の
中
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
検
察
庁
が
、
法
律
に
よ
り
、
内
部
調
査
手
続
を
設
置

す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
権
限
の
目
的
は
、
集
団
的
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
有
無
を
検
証
す
る

た
め
に
、
ま
た
、
事
後
的
に
、（
司
法
的
又
は
そ
れ
以
外
の
（
介
入
の
必
要
性
に
関
す
る
決
定
を
支
援
す
る
た
め
に
、
情
報
を
収
集
す



6（

法学研究 92 巻 7 号（2019：7）

る
こ
と
で
す（

5
（

。
当
該
調
査
権
の
た
め
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
律
は
検
察
庁
に
広
範
な
権
限
を
付
与
し
て
お
り
、
検
察
庁
は
、
供
述
や
釈

明
を
さ
せ
る
た
め
に
関
係
者
を
召
喚
す
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
又
は
私
的
機
関
の
情
報
、
鑑
定
調
査
や
書
類
を
請
求
す
る
こ
と
、

公
的
又
は
私
的
な
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
警
察
取
調
べ
（inquérito 

policial
（
に
加
え
て
調
査
や
処
分
の
た
め
の
そ
の
他
の
行
政
手
続
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す（

6
（

。

　

こ
れ
ら
の
権
限
の
他
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
は
、
集
団
的
紛
争
の
裁
判
外
解
決
手
段
を
検
察
庁
に
―
―
及
び
、
一
定
の
場
合
に
、
集
団

的
救
済
の
た
め
の
そ
の
他
の
原
告
適
格
者
に
も
―
―
利
用
可
能
な
も
の
と
し
て
お
り
、
当
該
裁
判
外
手
続
は
多
大
な
有
効
性
を
持
っ

て
機
能
し
ま
し
た
。
こ
の
有
効
性
は
、
そ
れ
ら
裁
判
外
手
続
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
そ
の
柔
軟
性
に
よ
り
、
既
存
の
集
団
的
紛
争
に
対

し
て
よ
り
適
切
な
解
決
を
付
与
す
る
か
ら
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
間
を
要
し
ま
た
時
に
非
現
実
的
な
司
法
判
決
ま
で
の
道
の
り
を

避
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
ら
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
、
第
一
に
、
勧
告
（recom

endação

（
と
い
う
制
度
が
強
調
す
る
に
値
し
ま
す
。
当
該
制
度
は
、

ブ
ラ
ジ
ル
法
の
下
で
の
様
々
な
分
野
に
お
け
る
検
察
庁
の
活
動
を
規
律
す
る
諸
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で（

（
（

、
公
的
機
関
又
は

公
共
サ
ー
ビ
ス
や
公
的
重
要
性
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
に
対
し
て
、
法
律
の
定
め
に
従
う
内
容
に
そ
の
業
務
を
改
善

さ
せ
る
こ
と
を
強
制
す
べ
く
、
一
種
の
「
警
告
」
を
行
う
こ
と
を
許
容
し
ま
す
。

　

勧
告
は
、
外
国
人
の
目
か
ら
見
る
と
、
あ
ま
り
効
果
の
な
い
制
度
の
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
務
で

は
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
勧
告
が
非
常
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
の
理
由
と
し
て
、
あ
る
状
況
の
違
法
状
態

が
検
察
庁
の
目
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
第
二
の
理
由
と
し
て
、
所
定
の
期
間
内
に
業
務
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

よ
り
厳
し
い
処
分
を
行
う
と
い
う
検
察
庁
の
意
図
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
、
勧
告
と
い
う
制
度
は
、
改
善
要
請

事
項
の
不
遵
守
の
場
合
に
、
刑
事
訴
訟
、
公
共
民
事
訴
訟
又
は
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
将
来
の
判
断
の
予
審
的
機
能
を
有
し
得
る
の

で
す
。
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当
該
勧
告
制
度
の
重
要
性
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
か
を
数
値
で
示
す
と
、
二
〇
一
五
年
に
お
い
て
、
検
察
庁
国
家
審
議
会
の
公
的

デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
検
察
庁
だ
け
で
七
二
〇
件
の
勧
告
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
連
邦
検
察
庁
―
―
国
家
的
利
益

の
案
件
や
連
邦
公
権
力
に
関
わ
る
案
件
の
調
査
を
担
当
―
―
で
は
、
五
、一
三
二
件
の
勧
告
が
出
さ
れ
ま
し
た（

（
（

。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら

分
か
る
よ
う
に
、
勧
告
は
、
民
間
団
体
を
含
む
侵
害
に
関
し
て
よ
り
も
、
公
権
力
に
関
し
て
よ
り
高
い
効
果
を
有
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
法
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
裁
判
外
の
手
段
は
、
い
わ
ゆ
る
行
動
調
整
合
意
（com

prom
isso de 

ajustam
ento de conduta

（
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す（

9
（

。
当
該
制
度
は
、
―
―
検
察
庁
の
他
に
、
公
法
上
の
あ
る
い
は
国
家
と
直
接
的

関
連
を
有
す
る
前
述
の
全
て
の
原
告
適
格
者
に
よ
り
利
用
さ
れ
得
る
も
の
―
―
、
司
法
的
介
入
と
独
立
し
て
、
集
団
の
代
表
者
と
権

利
侵
害
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
「
合
意
」
と
い
う
独
特
の
方
式
で
す
。
そ
の
目
的
は
、
紛
争
の
た
め
の
裁
判
外
の
合
意
に
よ
る
解

決
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
り
、
権
利
侵
害
者
が
法
律
上
の
要
請
に
合
致
す
べ
く
業
務
改
善
で
き
る
よ
う
に
合
理
的
な
期
間
を
付
与
し

ま
す
。
締
結
さ
れ
た
合
意
は
、
司
法
判
決
と
類
似
の
効
果
（
た
だ
し
同
一
で
は
な
い
（
を
有
し
、
ゆ
え
に
、
不
履
行
の
場
合
に
、
司

法
権
に
対
す
る
関
係
で
、
直
接
強
制
を
許
容
し
ま
す（

（1
（

。
さ
ら
に
、
締
結
さ
れ
た
合
意
に
対
し
て
よ
り
高
い
拘
束
力
を
付
与
す
る
た
め

に
、
―
―
罰
金
な
ど
の
―
―
不
履
行
の
際
の
制
裁
を
定
め
る
条
項
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
措
置
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
そ
の
数
値
か
ら
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
務
省
及
び
前
述
の
C 

E 

B 

E 

P 

E 

J
に
よ
り

行
わ
れ
た
既
出
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
お
い
て
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
検
察
庁
に
よ
り
行
わ
れ
た
行
動
調

整
合
意
は
、
八
、五
五
三
件
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
約
半
数
、
よ
り
正
確
に
は
四
、八
八
九
件
が
任
意
に
履
行
さ
れ
ま
し
た
。
他

の
一
、七
五
五
件
は
、
司
法
に
よ
る
解
決
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

よ
り
最
近
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
五
年
に
は
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
検
察
庁
の
み
で
、
九
七
〇
件
の
行
動
調
整
合
意
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
連
邦
検
察
庁
で
は
、
同
年
、
連
邦
の
役
務
及
び
利
益
に
関
し
て
の
み
で
一
六
一
件
の
行
動
調
整
合
意
が
締
結
さ
れ
ま
し
た（

（（
（

。



6（

法学研究 92 巻 7 号（2019：7）
　

以
上
よ
り
、
検
察
庁
の
裁
判
外
の
活
動
が
、
様
々
な
集
団
的
問
題
の
解
決
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
司
法
化

（judicialização

（
（1
（

（（
す
な
わ
ち
裁
判
に
よ
る
解
決
―
訳
者
追
記
（
を
防
ぐ
た
め
に
明
ら
か
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

三　

検
察
庁
の
裁
判
上
の
活
動

　

裁
判
の
領
域
に
お
い
て
、
検
察
庁
の
活
動
は
、
一
定
の
制
限
は
存
在
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
他
の
原
告
適
格
者
の
た
め
に
認
め
ら
れ

た
も
の
と
実
際
に
は
同
一
で
す
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
律
に
よ
り
―
―
ま
た
国
内
判
例
に
お
け
る
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
―
―
検
察
庁
は
、
本
質
に
お
い

て
（
集
団
的
権
利
保
障
令
と
（
同
一
目
的
を
有
す
る
公
共
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
公
権
力
の
諸
行
為
に
対

す
る
保
護
の
た
め
に
特
に
構
想
さ
れ
た
憲
法
上
の
令
状
（w

rit

（
で
あ
る
集
団
的
権
利
保
障
令
を
裁
判
で
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
（
（1
（

。
ま
た
、
連
邦
高
等
司
法
裁
判
所
（
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
上
、
連
邦
法
解
釈
の
最
高
裁
判
所
（
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
判
例
に
よ
れ
ば
、

検
察
庁
は
、
集
団
的
個
別
的
権
利
の
保
護
の
た
め
に
原
告
適
格
を
有
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
処
分
不
可
能
（
つ
ま

り
、
放
棄
や
取
引
の
対
象
に
で
き
な
い
も
の
（
で
あ
る
か
、
又
は
、
社
会
的
重
要
性
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。
処
分
可
能
な
財

産
的
利
益
の
保
護
の
た
め
に
は
、
前
述
の
そ
の
他
の
原
告
適
格
者
の
み
が
集
団
訴
訟
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

当
該
制
限
は
、
疑
い
な
く
、
集
団
的
個
別
的
権
利
の
た
め
の
検
察
庁
の
裁
判
上
の
活
動
に
と
っ
て
今
日
存
在
す
る
主
な
障
壁
の
一

つ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
場
合
、
判
例
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
「
社
会
的
重
要
性
」
が
存
在
す
る
か
否
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
検
察
庁
の
活
動
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
も
困
難
と
な
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
困
難
さ
に
加
え
て
、
集
団
的
個
別
的
利
益
の
保
護
に
お
い
て
検
察
庁
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
集
団
訴
訟
が
そ
の
他
の
問
題
に
突
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き
当
た
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
最
初
に
、
検
察
庁
の
民
事
及
び
刑
事
に
わ
た
る
活
動
領
域
の
広
範
性
を
理
由
と
し
て
、
適
切
な
専
門

性
の
欠
如
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
集
団
的
請
求
の
被
告
が
、
そ
の
（
弁
護
士
の
（
専
門

性
の
レ
ベ
ル
に
よ
り
、
ま
た
、
集
団
的
権
利
の
侵
害
行
為
の
領
域
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
況
に
よ
り
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
よ
り
掘
り

下
げ
た
見
識
を
有
す
る
弁
護
士
を
有
す
る
場
合
に
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

検
察
庁
の
内
部
構
造
も
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
裁
判
上
の
活
動
に
対
す
る
障
害
と
な
る
要
因
の
一
つ
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
上
、

検
察
庁
は
職
業
キ
ャ
リ
ア
に
基
づ
く
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
そ
の
係
員
た
る
検
察
官
ら
は
、
地
域
や
案
件
、
さ
ら
に
は

活
動
す
る
裁
判
所
に
関
し
て
権
限
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
集
団
訴
訟
を
最
後
ま
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ

と
、
並
び
に
、
侵
害
の
完
全
な
評
価
や
紛
争
を
そ
の
全
範
囲
で
解
決
す
る
の
に
適
し
た
措
置
や
処
分
を
行
う
こ
と
を
阻
害
し
ま
す
。

　

集
団
的
保
護
に
お
け
る
検
察
庁
の
活
動
に
対
す
る
別
の
阻
害
要
因
は
、
社
会
と
の
隣
接
性
の
頻
繁
な
欠
如
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
集

団
訴
訟
の
た
め
の
原
告
適
格
は
、
法
律
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
検
察
庁
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
立
て
が
社
会
の
要
請
に
応

え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
具
体
的
検
証
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
時
に
、
集
団
訴
訟
が
社
会
の
支
持
を
有
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。
ま
た
、
稀
で
あ
る
と
は
い
え
、
判
決
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
解
決
が
そ
の
期
待
を
反
映
す
る

も
の
で
な
い
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
集
団
訴
訟
判
決
が
そ
の
権
利
者
ら
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
生
じ

ま
す
。

四　

結　

論

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
検
察
庁
に
よ
り
行
わ
れ
る
集
団
的
な
司
法
上
の
保
護
に
は
い
く
つ
か
の
障
壁
が
存
在
し
ま

す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
検
察
庁
が
当
該
分
野
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
継
続
し
て
務
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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現
在
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
憲
法
一
二
七
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
法
秩
序
、
民
主
主
義
体
制
、
並
び
に
、
社
会
的
権
利
及
び

処
分
不
可
能
な
個
人
的
権
利
を
擁
護
す
る
と
い
う
検
察
庁
の
憲
法
上
の
役
割
に
よ
り
良
く
対
応
で
き
る
よ
う
、
検
察
庁
の
活
動
を
改

善
す
べ
く
、
内
部
で
は
頻
繁
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
（
（　

著
者
は
、
同
種
個
別
的
権
利
（direitos individuais hom
ogêneos

（
の
こ
と
を
、
個
人
に
帰
属
し
個
別
訴
訟
に
よ
る
個
別
的
救

済
が
可
能
な
権
利
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
特
別
に
集
団
的
救
済
を
提
供
す
る
制
度
と
い
う
意
味
を
強
調
し
て
、
集
団
的
個
別
的
権

利
と
呼
ん
で
い
る
（
訳
者
注
（。

（
（
（　

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
憲
法
五
条
一
二
三
号
で
は
、「
全
て
の
市
民
は
、
公
共
又
は
国
が
参
加
す
る
団
体
の
財
産
、
行
政
的
道
義
、
環
境
並

び
に
歴
史
的
及
び
文
化
的
財
産
に
対
す
る
侵
害
を
無
効
と
す
る
民
衆
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
適
格
を
有
す
る
。
原
告
は
、
悪
意
が
証
明
さ

れ
た
と
き
を
除
き
、
裁
判
費
用
及
び
敗
訴
の
責
任
を
免
除
さ
れ
る
」
と
定
め
る
（
訳
者
注
（。

（
（
（　

公
益
保
護
の
名
の
下
に
実
際
に
は
個
人
的
利
益
の
保
護
を
求
め
る
場
合
や
、
例
え
ば
、
選
挙
の
時
期
に
な
る
と
、
特
定
の
候
補
者
の

イ
メ
ー
ジ
を
汚
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
民
衆
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
環
境
保
護
を
謳
う
民
衆
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、

一
部
の
利
害
関
係
人
の
利
益
の
た
め
に
、
企
業
活
動
を
妨
害
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
パ
ラ
ナ
州
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
環

境
保
護
を
求
め
る
民
衆
訴
訟
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
唯
一
の
目
的
は
、
あ
る
企
業
が
開
発
す
る
土
地
の
隣
接
地
を
所
有
す
る
住
民
ら
が
、
そ

の
隣
接
地
の
評
価
額
を
吊
り
上
げ
る
目
的
で
、
企
業
の
土
地
開
発
を
妨
げ
る
た
め
に
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
訳
者
注
（。

（
（
（　http://w

w
w

.cebepej.org.br/adm
in/arquivos/（（d（eb（6b555e0d（9b（ae9（9da（b（（（5.pdf

（
5
（　

一
九
八
五
年
公
共
民
事
訴
訟
法
八
条
一
項
で
は
、「
検
察
庁
は
、
そ
の
統
括
の
下
で
、
民
事
上
の
捜
索
（inquérito civil

（
を
設
定

し
、
又
は
、
一
〇
営
業
日
以
下
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
特
定
期
間
内
に
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
若
し
く
は
私
的
機
関
か
ら
証
明
書
、
情
報
、

検
査
若
し
く
は
鑑
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
（
訳
者
注
（。

（
6
（　

一
九
九
三
年
検
察
庁
組
織
法
（
法
律
第（.6（5

号
（
二
六
条
で
は
、
本
文
で
「
そ
の
諸
機
能
の
行
使
に
お
い
て
、
検
察
庁
は
次
の
こ

と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、「
民
事
上
の
捜
索
（inquérito civil
（
及
び
そ
の
他
の
関
係
す
る
行
政
上
の
措
置
や
手
続
を
設
置
す

る
こ
と
、
並
び
に
、
そ
れ
ら
の
証
拠
書
類
を
付
す
る
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
行
う
、
⒜
供
述
又
は
釈
明
を
得
る
た
め
に
通
知
を
発
す
る
こ
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と
、
正
当
事
由
な
く
出
頭
し
な
い
場
合
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
諸
権
利
は
留
保
の
上
、
文
民
警
察
又
は
軍
警
察
に
よ
る
場
合
も
含
め
、

強
制
引
致
を
要
請
す
る
こ
と
、
⒝
連
邦
、
州
及
び
市
町
村
当
局
、
並
び
に
、
連
邦
、
州
、
連
邦
直
轄
区
及
び
市
町
村
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
の

直
接
的
、
間
接
的
又
は
基
金
の
行
政
機
関
及
び
団
体
か
ら
、
情
報
、
鑑
定
調
査
及
び
連
邦
、
州
及
び
市
町
村
当
局
の
文
書
を
請
求
す
る
こ

と
、
⒞
前
項
が
言
及
す
る
当
局
、
機
関
及
び
団
体
と
と
も
に
取
調
べ
の
検
査
及
び
調
査
（inspeções e diligências investigatórias

（

を
行
う
こ
と
」（
一
号
（、「
統
括
す
る
手
続
又
は
訴
訟
を
行
う
た
め
に
、
民
間
団
体
に
情
報
及
び
資
料
を
請
求
す
る
こ
と
」（
二
号
（、「
調

査
〔
内
部
監
査
〕（sindicância

（
又
は
適
切
な
行
政
手
続
の
設
置
を
関
係
当
局
に
要
請
す
る
こ
と
」（
三
号
（、「
取
調
べ
調
査

（diligências investigatórias

（、
及
び
、
連
邦
憲
法
一
二
九
条
八
号
の
定
め
を
遵
守
し
て
、
警
察
取
調
べ
（inquérito policial

（
や

軍
事
警
察
取
調
べ
（inquérito policial m

ilitar

（
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き

る
」（
四
号
（
と
定
め
る
。
ま
た
、
一
九
九
三
年
連
邦
検
察
庁
組
織
法
（
補
足
法
第（5/9（

号
（
七
条
で
も
、
本
文
で
「
そ
の
制
度
的
諸

機
能
の
行
使
に
必
要
で
あ
る
限
り
、
連
邦
検
察
庁
に
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
権
限
が
帰
属
す
る
」
と
し
、「
民
事
上
の
捜
索
（inquérito 

civil

（
及
び
そ
の
他
の
相
関
的
な
行
政
手
続
を
設
置
す
る
こ
と
」（
一
号
（、「
取
調
べ
調
査
（diligências investigatórias

（、
及
び
、

警
察
取
調
べ
（inquérito policial
（
や
軍
事
警
察
取
調
べ
（inquérito policial m

ilitar

（
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ

ら
の
取
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
二
号
（
及
び
「
懲
戒
の
性
質
を
有
す
る
手
続
は
除
外
し

た
上
で
、
行
政
手
続
の
設
置
を
関
係
当
局
に
要
請
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
、
証
拠
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
」（
三
号
（
と
定
め
る
。
同
法
八
条
も
、
本
文
で
「
そ
の
諸
権
限
の
行
使
の
た
め
、
連
邦
検
察
庁
は
そ
の
管
轄
の
諸
手
続

に
お
い
て
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、「
証
人
に
通
知
し
、
正
当
事
由
を
欠
く
欠
席
の
場
合
は
、
そ
の
強
制
引
致
を
要

請
す
る
こ
と
」（
一
号
（、「
直
接
的
又
は
間
接
的
な
行
政
機
関
当
局
の
情
報
、
検
査
、
鑑
定
及
び
文
書
を
請
求
す
る
こ
と
」（
二
号
（、「
特

別
な
活
動
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
職
員
の
一
時
的
な
役
務
及
び
物
質
的
手
段
を
行
政
機
関
に
要
請
す
る
こ
と
」（
三
号
（、「
情
報
及
び

文
書
を
民
間
団
体
に
請
求
す
る
こ
と
」（
四
号
（、「
取
調
べ
の
検
査
及
び
調
査
（inspeções e diligências investigatórias

（
を
行
う

こ
と
」（
五
号
（、「
住
居
不
可
侵
に
関
す
る
憲
法
規
範
を
尊
重
し
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
又
は
私
的
な
場
所
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
を

有
す
る
こ
と
」（
六
号
（、「
設
置
す
べ
き
手
続
及
び
取
調
べ
に
必
要
な
通
知
及
び
召
喚
を
発
す
る
こ
と
」（
七
号
（、「
公
的
性
質
を
有
す
る

か
又
は
公
的
重
要
性
を
有
す
る
役
務
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
バ
ン
ク
へ
の
無
条
件
の
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
こ
と
」（
八
号
（
及
び

「
警
察
権
力
の
支
援
を
要
請
す
る
こ
と
」（
九
号
（
と
定
め
る
（
訳
者
注
（。
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一
九
九
三
年
検
察
庁
組
織
法
（
法
律
第（.6（5

号
（
二
七
条
で
は
、
一
号
か
ら
四
号
に
列
挙
さ
れ
た
州
や
市
町
村
と
い
っ
た
公
的
機

関
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
準
公
的
機
関
に
よ
り
連
邦
憲
法
や
州
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
諸
権
利
の
保
護
を
行
う
こ
と
が
検
察
庁
の
責

務
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
七
条
補
項
で
は
、
本
文
で
「
本
条
が
言
及
す
る
諸
権
限
の
行
使
に
お
い
て
、
検
察
庁
に
は
、
そ

の
他
の
措
置
（providências

（
の
ほ
か
、
次
の
こ
と
を
行
う
権
限
が
帰
属
す
る
」
と
し
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
法
律
違
反
、
請
願
又
は

抗
議
の
知
ら
せ
を
受
領
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
都
合
の
良
い
適
切
な
調
査
を
行
う
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
ら
に
適
切
な
解
決
を
与
え
る
こ

と
」（
一
号
（、「
行
政
手
続
の
迅
速
性
及
び
合
理
化
に
配
慮
す
る
こ
と
」（
二
号
（、「
一
号
で
言
及
さ
れ
た
法
律
違
反
、
請
願
又
は
抗
議
の

知
ら
せ
に
対
し
三
〇
日
以
内
に
遂
行
す
る
こ
と
」（
三
号
（
及
び
「
公
聴
会
を
行
う
こ
と
及
び
年
次
報
告
書
又
は
特
別
報
告
書
を
発
す
る

こ
と
、
並
び
に
、
本
条
本
文
で
言
及
さ
れ
た
機
関
及
び
団
体
に
向
け
た
勧
告
（recom

endações

（
を
発
し
、
そ
の
名
宛
人
に
対
し
そ
の

適
切
か
つ
迅
速
な
公
表
並
び
に
書
面
に
よ
る
回
答
を
要
請
す
る
こ
と
」（
四
号
（
と
定
め
る
。
ま
た
、
一
九
九
三
年
連
邦
検
察
庁
組
織
法

（
補
足
法
第（5.9（

号
（
六
条
二
〇
号
で
も
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
及
び
公
的
重
要
性
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
並
び
に
、

そ
の
保
護
を
促
進
す
る
こ
と
が
検
察
庁
の
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
の
利
益
、
権
利
及
び
財
産
に
関
し
て
、
適
切
な
措
置
（providências

（

の
採
用
の
た
め
の
合
理
的
期
間
を
定
め
て
、
勧
告
（recom

endações

（
を
発
す
る
こ
と
」
が
連
邦
検
察
庁
に
帰
属
す
る
と
定
め
る
（
訳

者
注
（。

（
（
（　Conselho N

acional do M
inistério Público. M

inistério público: um
 retrato: dados de 2015. V

ol. V
. Brasília: 

CN
M

P, （0（6.

（
9
（　

一
九
八
五
年
公
共
民
事
訴
訟
法
五
条
六
号
で
は
、「
原
告
適
格
を
有
す
る
公
的
機
関
は
、
制
裁
を
通
じ
、
法
的
要
請
へ
の
行
動
調
整

合
意
を
利
害
関
係
人
か
ら
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
合
意
は
裁
判
外
執
行
名
義
の
効
果
を
有
す
る
」
と
定
め
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

規
定
は
一
九
九
〇
年
消
費
者
保
護
法
典
（
一
一
三
条
（
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
行
動
調
整
に
関
す
る
明
文
規
定
を
初

め
て
置
い
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
児
童
青
少
年
法
（
法
律
第（.069

号
（
一
一
二
条
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
行
動
調
整
合

意
（com

prom
isso de ajustam

ento de conduta

（
は
、
行
動
調
整
調
書
（T

erm
o de A

justam
ento de Conduta / T

erm
o 

de A
juste de Conduta: T

A
C

（
と
も
呼
ば
れ
る
。
公
的
機
関
を
当
事
者
と
し
た
紛
争
に
お
け
る
国
家
の
介
入
に
つ
い
て
規
律
す
る
法

律
第9.（69/（99（

号
の
四
―
Ａ
条
で
は
「
行
動
調
整
調
書
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
行
動
調
整
合
意
又
は
行
動
調
整
調
書

は
、
消
費
者
に
限
ら
ず
環
境
、
青
少
年
、
高
齢
者
そ
の
他
、
広
義
の
集
団
的
利
益
が
問
題
と
な
る
場
面
で
、
公
的
機
関
の
中
で
も
特
に
検
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察
庁
が
手
掛
け
る
紛
争
事
例
に
お
い
て
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
（
訳
者
注
（。

（
（0
（　

つ
ま
り
、
行
動
調
整
合
意
内
容
の
強
制
履
行
が
裁
判
を
経
る
こ
と
な
く
可
能
と
な
る
（
訳
者
注
（。

（
（（
（　Conselho N

acional do M
inistério Público. M

inistério público..., ob. cit.

（
（（
（　

司
法
の
下
で
裁
判
を
経
て
解
決
す
る
こ
と
。
裁
判
は
解
決
ま
で
時
間
が
か
か
る
た
め
被
害
者
側
に
も
デ
メ
リ
ッ
ト
が
存
す
る
（
訳
者

注
（。

（
（（
（　

権
利
保
障
令
（
連
邦
憲
法
五
条
六
九
号
（
と
は
、
公
権
力
の
濫
用
に
対
し
て
人
身
保
護
令
（
同
五
条
六
八
号
（
に
よ
り
救
済
さ
れ
な

い
明
白
・
確
実
な
権
利
を
個
人
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
集
団
的
権
利
保
障
令
は
こ
れ
を
集
団
に
保
障
す
る
も
の
で
、
行
政
行
為
の
無

効
、
公
務
員
に
よ
る
違
法
行
為
や
権
限
濫
用
を
対
象
と
す
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
五
条
七
〇
号
で
は
、
集
団
的
権
利
保
障
令
の

請
求
者
と
し
て
、
⒜
国
会
に
お
け
る
代
表
を
有
す
る
政
党
、
⒝
そ
の
構
成
員
や
組
合
員
の
利
益
保
護
の
た
め
、
一
年
以
上
前
に
法
的
に
設

立
さ
れ
た
組
合
組
織
、
ク
ラ
ス
団
体
又
は
社
団
、
を
列
挙
す
る
（
訳
者
注
（。

〔
付�

記
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